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１ 業務の概要 

 (1) 業務の目的 

  本業務は、夕張市（以下「市」という。）が設置する市役所庁舎における限られた空間の最適利

用を図り、持続可能で効率的な庁舎運営を実現することを目的とする。 

  そのため、現状の文書、物品及び什器の保有状況を踏まえ、文書管理の適正化、什器の効率的

な配置及び転用並びにオフィス運用ルールの整備を一体的に検討し、執務環境の最適化及び業務

効率化の推進を図る。 

  また、新市庁舎への移転を見据え、適正な文書量及び物品量を維持するための管理体制及び運

用の仕組みを整備し、レイアウト設計、移転計画及び運用マニュアルの整備と連動させることに

より、新市庁舎開庁時の円滑な移行を実現するものである。 

 (2) 業務内容 

  ア 執務空間レイアウト要件の整理及びレイアウト基準の作成 

  イ 執務空間レイアウト案の作成 

  ウ 概算費用の算出 

  エ レイアウト設計 

  オ 不要什器処分計画の作成 

  カ 移転計画及び移転監理 

  キ 新市庁舎オフィス利用ルール及び運用マニュアルの作成 

  ク 文書管理適正化及び文書削減支援 

  ケ 文書管理制度の再構築支援 

  コ 開庁までの取組スケジュールの提案 

  サ 先進事例調査 

  シ 打合せ記録簿の作成及び提出 

 (3) 企画提案を求めるテーマ 

  企画提案を求めるテーマは、次に掲げる事項とし、詳細は別紙１に示すとおりとする。 

  ア 限られた庁舎空間を有効活用する執務環境づくり 

  イ 持続可能な文書管理と運用定着 

  ウ 経済性と環境性に配慮した移転・什器計画 

  エ 新たな執務環境・運用ルールへの円滑な移行支援 

 (4) 履行期間 

  契約締結日の翌日から令和 13年（2031年）３月 21日まで 

 (5) 業務費上限額 

  ７７，４１７，０００円（消費税等を含む。） 

 (6) 参加資格要件 

  公募型プロポーザルに係る企画提案書の提出を希望する者（以下「提出希望者」という。）は、

次に掲げる資格要件を満たすものとする。 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であるこ 

   と 

  イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続の開始の申立て又は民事再生法

（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続の開始の申立てがなされていない者（手続開
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始の決定を受けた者を除く。）であること 

  ウ 参加申込書の提出期限から契約締結の日までの期間に、夕張市の入札参加に関する指名停

止措置を受けていない者であること 

  エ 夕張市暴力団排除条例（平成 24年条例第 12号）に基づき、暴力団員又は暴力団関係事業

者に該当しない者であること。 

  オ 夕張市入札参加資格者名簿（物品・役務）「調査・測定業務：事業者向けコンサルティン

グ」に登録していること。（参加申込提出期限までに名簿登録申請をしている者を含む。） 

  カ 平成 29 年（2017 年）４月１日以降に国又は地方公共団体が発注した執務環境整備業務、

庁舎移転支援業務その他本業務と同種の業務又は類似業務を履行した実績を有すること。 

    なお、類似業務とは、民間オフィスを含む文書管理改善業務、オフィスレイアウト検討業

務、什器配置計画業務、オフィス移転支援業務その他これらに類する業務をいう。 

  キ 業務責任者を配置できること  

  ク 本店又は支店等の所在地が北海道内であること 

  ケ 本業務に必要な専門分野（執務環境整備、文書管理、移転支援等）に対応可能な実施体制

を有すること（協力事業者を含む） 

 (7) 業務実施上の条件 

  本業務の実施にあたり、契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはなら

ない。ただし、主要な部分以外については、あらかじめ市の承諾を得た場合に限り再委託するこ

とができる。 

 (8) その他 

  本業務の契約書（案）、業務仕様書（案）、見積心得（案）は別添３～５のとおりとする。 

 

２ 担当課 

  〒068-0492 北海道夕張市本町４丁目２ 

  夕張市庁舎整備推進本部（総務企画課） 

  TEL 0123-52-3170（直通） 

  Email ybrbld@city.yubari.lg.jp 

 

３ 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

 (1) 参加申込書の作成方法 

  参加申込書の様式は、別添１に示すとおりとし、必要事項を記載すること。 

 (2) 参加表明書の記載上の留意事項 

  ア 業務実績について、1.(6).オに該当する実績を業務実績調書（様式 2）に記載すること。 

  イ 類似業務の実績の証明は、類似業務実績証明書（様式 3）に必要事項を記載し提出する又

はこれに代わる書面として、類似業務の実績内容を確認できる契約書等の写しを提出するこ

と。 

  ウ 協力企業の名称等（様式 5）について、業務の一部を再委託する場合には、協力企業の名

称、再委託する理由及び具体的内容等を記載すること。 

  エ 配布された様式を使用し、文字サイズは 10 ポイント以上で必要事項を記載し、作成する
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こと。 

  オ 全ての提出書類を一つの PDF ファイルにまとめること。（ファイル容量５ＭＢ以内を目安

とする。） 

  カ 参加申込書の押印は、省略することができる。 

 (3) 提出期限、提出場所及び提出方法 

  提出期限 令和８年６月 18日（木） （郵送の場合は、期限までに必着。） 

  提出場所 ２の担当課に同じ。 

  提出方法 電子メールにより提出すること。ただし、指定のファイル容量で入りきらない場合

は、郵送（簡易郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出する。（持参は認

めない。）また、郵送する場合には、その旨の内容を電子メールで送信すること。 

       メールタイトル：【市庁舎執務環境整備等プロポーザル参加申込書の提出】 

 

４ 企画提案書提出者の選定・非選定理由に関する事項 

 (1) 企画提案書の提出者として選定したときは、書面により通知する。また、選定されなかった

場合には、非選定結果及びその理由を書面により通知する。 

 (2) 前項の非選定の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日

及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下「休日」とい

う。）を除く。）以内に文書（任意様式）により、非選定理由について説明を求めることができ

る。 

   受付場所 ２の担当課に同じ 

 (3) 前項の非選定理由についての回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算し

て５日以内（休日を含む。）に書面により行う。 

 

５ 企画提案書の作成及び記載上の留意事項 

 (1) 基本事項 

  プロポーザルは調査・分析、検討等の業務における具体的な取組方法について提案を求めるも

のであり、当該業務の具体的な内容や成果品の一部（図面、模型写真、透視図等）の作成を求め

るものではない。 

  本実施要項において示す事項以外の内容を含む企画提案書、又は条件に適合しない企画提案書

については、提案を無効とする場合がある。 

  また、１.(6)の条件を満たさない者の提出した企画提案書も無効とする。 

 (2) 企画提案書の作成方法 

  企画提案書の様式は、別添２に示すとし、必要事項を記載すること。 

 (3) 企画提案書の記載上の留意事項 

  ア 業務実施方針及び手法（様式 6）  

   業務への理解、実施体制、工程管理及び関係者調整に関する考え方を A3（横）１枚程度で簡

潔に記載すること。 

なお、記載にあたっては、企画提案書提出者を特定又は推測することができる内容の記述（具

体的な社名及び職員名等）をしてはならない。 
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  イ 企画提案テーマに対する提案（様式 7） 

   １．(3)に示すテーマ１からテーマ４について、それぞれ A3（横）１枚程度で具体的に記載

すること。 

   なお、前号同様、企画提案書提出者を特定又は推測することができる内容を記載してはなら

ない。 

  ウ 企画提案書の作成にあたり、ファイル形式、ファイル容量等は、３．(2)のエ・オと同様と

する。 

 (4) 提出期限、提出場所及び提出方法 

   提出期限 令和８年７月 15日（水） （郵送の場合は、期限までに必着。） 

   提出場所 ２の担当課に同じ。 

   提出方法 ３．（3）に同じ 

        メールタイトル：【市庁舎執務環境整備等プロポーザル企画提案書の提出】 

 

６ 企画提案書を特定するための評価基準 

 (1) 評価項目及び配点 

  ア 業務全体                   10点 

  イ 執務環境計画及びレイアウト設計        25点 

  ウ 文書管理適正化及び運用定着          35点 

  エ 移転・什器計画                15点 

  オ 新たな執務環境・運用ルールへの円滑な移行支援 25点 

                        合計 110点 

 (2) 評価段階 

  Ａ 配点×1.25 

  Ｂ 配点×1.00 

  Ｃ 配点×0.65 

  Ｄ 配点×0.00 

 (3) 審査項目 

  別紙２「評価基準表」のとおりとする。 

 

７ ヒアリングの実施 

 企画提案書に関するヒアリングについて、以下のとおり行う。 

 (1) ヒアリングの実施 

  ア 実施場所：夕張市役所（夕張市本町４丁目２番地） 

  イ 実施予定日：令和８年７月 27日（月） 午後 

  ウ 出席者：配置予定の業務責任者を含む５名以内 

  エ その他 

   (ア) ヒアリングでは８．(1)評価項目について質疑応答を行う。 

   (イ) ヒアリング時の追加資料の提出及び提示は認めない。ただし、提出した企画提案書の

分割、編集等による提示は認める。 
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   (ウ) ヒアリングの持ち時間は、説明 20分以内、質疑応答 20分程度を予定する。 

   (エ) ヒアリング実施予定日は変更となる場合がある。 

 (2) ヒアリングの日時、会場、留意事項等は、企画提案書提出者に別途通知する。 

 

８ 企画提案書の特定・非特定理由に関する事項 

 (1) 企画提案書提出者の中から、企画提案書の評価の合計点が最上位であるものを契約の相手

方の候補として特定し、書面により通知する。また、提出した企画提案書が特定されなかった

者に対しては、非特定の結果及びその理由を書面により通知する。 

   なお、評価点が同点となった場合には、夕張市庁舎執務環境整備等事業者選定委員会の協議

により決定する。 

 (2) 前項の非特定の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を除く。）

以内に書面により、非特定理由について説明を求めることができる。 

  ア 受付場所：２．担当課に同じ。 

  イ 受付日時：休日を除く毎日 

 (3) 前項の非特定理由についての回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算し

て５日以内（休日を含む。）に書面により行う。 

 

９ 実施要項等に関する質問の受付及び回答 

 (1) 実施要項等に関する質問は、次の期間内に質問書（様式 10）により行うものとし、提出は

電子メールとする。なお、提出の際には着信を確認すること。 

  ア 受付場所 ２．担当課に同じ。 

  イ 受付期間 

   (ア) 参加申込書に関する質問 令和８年６月８日（月）から令和８年６月 12日（金） 

   (イ) 企画提案書に関する質問 令和８年６月 24日（水）から令和８年６月 30日（火） 

 (2) 質問書の提出にあたっては、回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話番号、電子メールア

ドレスを併記するものとする。 

 (3) 質問に対する回答は、原則として質問を受理した日から５日間（休日を除く。）以内に市ホ

ームページで公表する。 

 

10 契約書作成の要否 

  別添３の契約書（案）により契約書を作成するものとする。 

 

11 支払い条件 

 (1) 前金払 設定しない。 

 (2) 部分払 原則、各年度末に１回行う。ただし、年度途中の出来高に関する部分払いについて

は、契約締結時に協議の上定める。 

 (3) 支払方法等 支払方法及び時期は契約書による。 
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12 その他留意事項 

 (1) 使用言語 

  本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 費用負担 

  参加申込書、企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提出希望者の負担とする。 

 (3) 虚偽記載があった場合の措置 

  参加申込書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合には、本プロポーザルへの参加を取り消す

とともに、市における競争入札に関する指名停止等の措置を行うことがある。 

 (4) 企画提案書の取扱い 

  ア 提出された企画提案書は返却しない。 

  イ 提出された企画提案書は、本プロポーザルの審査及び契約事務に必要な範囲で複製するこ

とがある。 

 (5) 企画提案書提出後の内容変更の扱い 

  企画提案書の提出後において、原則として企画提案書に記載された内容の変更を認めない。ま

た、参加申込書に記載した配置予定の業務責任者は、原則として変更できない。ただし、病休、

死亡、退職等のやむを得ない理由がある場合には、市の承諾を得たうえで変更できるものとする。 

 (6) 予算の成立 

  本業務は債務負担行為に基づき実施するものであり、各年度の業務内容及び支払額は、当該年

度の予算の範囲内において定めるものとする。 

 (7) その他 

  企画提案書の作成のために市から受領した資料は、市の承諾なく公表又は使用してはならない。 
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別紙１ 企画提案を求めるテーマ 

 

 企画提案テーマ１ 限られた庁舎空間を有効活用する執務環境づくり 

背 景 

新庁舎では、限られた庁舎空間の中で効率的かつ持続可能な庁舎運営が求められ

る。 

また、将来的な組織改編や働き方の変化にも柔軟に対応可能な執務環境が必要とな

る。 

提案内容 

限られた庁舎空間を有効活用しながら、効率的かつ柔軟な庁舎運用に対応可能な執

務環境の考え方について提案すること。 

また、オフィスレイアウト、ゾーニング、共有空間及び什器配置等に関し、自社の知

見、ノウハウ及び強みを踏まえた具体的な考え方について提案すること。 

 

 企画提案テーマ２ 持続可能な文書管理と運用定着 

背 景 

現庁舎では、紙文書中心の運用や保管スペース不足等により、文書検索性、情報共

有及び業務効率化の面で課題を抱えている。 

新庁舎では、文書量の適正化と継続的な管理運用体制の構築が求められる。 

提案内容 

文書量の適正化、検索性向上、電子化を含め、将来にわたり持続可能な文書管理運

用体制の考え方及び実施手法について提案すること。 

また、文書整理・削減作業に係る職員負担軽減に配慮し、効率的かつ実効性の高い実

施手法及び支援方法について提案すること。 

 

 企画提案テーマ３ 経済性と環境性に配慮した移転・什器計画 

背 景 

新庁舎への移転に当たっては、既存什器の有効活用、不要什器の適正処分及び新規

調達の最適化等を通じ、経済性及び環境負荷低減に配慮した計画が求められる。 

また、移転作業は職員業務及び庁舎運営に大きな影響を伴うことが想定される。 

提案内容 

新規購入、転用、廃棄及び移転作業を含め、効率的かつ経済的な移転及び什器計画

の考え方について提案すること。 

また、移転に係る職員負担、経済性及び業務継続性に配慮する具体的な実施手法につ

いて提案すること。 

 

 企画提案テーマ４ 新たな執務環境・運用ルールへの円滑な移行支援 

背 景 

新庁舎への移転は、単なる施設移転ではなく、文書管理及び執務環境運用の見直し

を含めた新たな執務環境及び運用ルールへの移行を伴うものである。 

一方で、新たな運用ルールの定着や職員の理解促進が重要となる。 

提案内容 

新庁舎開庁までの期間を活用し、職員の理解促進及び新庁舎における新たな執務環

境・運用ルールへの円滑な移行を実現するための支援手法について提案すること。 

また、提案する支援内容について、職員が新たな執務環境や運用方法を理解し、円滑

な運用定着につながると考える実施手法及びその進め方について、具体的に提案する

こと。 
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別紙２ 評価基準表 

１．評価段階 

 企画提案書の評価は４段階評価とし、各審査項目について次の区分により採点する。 

評価段階 内容 採点 

Ａ 
業務目的及び課題に対する理解が非常に高く、提案内容に具体性、

実現性、独自性及び有効性が認められ、特に優れた提案である。 
配点×1.25 

Ｂ 
業務目的及び課題に対する理解が適切であり、提案内容に具体性及

び実現性が認められ、標準的に期待される提案である。 
配点×1.00 

Ｃ 
業務目的及び課題に対する理解並びに提案は認められるものの、業

務の実施に一部課題が認められる。 
配点×0.65 

Ｄ 
業務目的及び課題に対する理解又は提案内容が不十分であり、本業

務成果として期待できない。 
配点×0.00 

 

２．審査項目及び配点 

 評価項目１ 全体業務（10点） 

審査項目 配点 

① 業務目的・課題理解及び業務全体の把握 5点 

② 実施体制、工程管理及び調整体制 5点 

 

 評価項目２ 執務環境計画及びレイアウト設計（25点） 

審査項目 配点 

① 限られた空間を有効活用する執務環境の構築 10点 

② 柔軟性、働きやすさ及び将来対応への配慮 10点 

③ レイアウト等の具体性、実現性及び独自性 5点 

 

 評価項目３ 文書管理適正化及び運用定着（35点） 

審査項目 配点 

① 文書量最適化及び持続可能な運用定着 15点 

② 検索性向上、情報共有及び電子化への対応 10点 

③ 職員負担軽減を踏まえた実施手法及び支援 10点 

 

 評価項目４ 移転・什器計画（15点） 

審査項目 配点 

① 経済性及び環境性に配慮した什器・備品計画 5点 

② 移転計画及び実施手法の具体性・実現性 5点 

③ 業務影響及び職員負担軽減への配慮 5点 

 

 評価項目５ 新たな執務環境・運用への移行支援（25点） 

審査項目 配点 

① 職員理解及び円滑な運用移行につながる提案 10点 

② 支援手法及び実施プロセスの具体性・実現性 10点 

③ 段階導入及び運用定着への配慮 5点 

 


